
中小企業雇用環境整備奨励金 
職場環境の改善、労働者の福祉の向上等を目的として、５００万円以上の経費をかけて、設備の設置や

整備を行い、併せて労働者を雇い入れた場合に、７５万円～最大１５００万円が支給される制度です。 

 

主な支給要件 

 □ 中小企業（※１）であること。 （ｃｆ）法人のみならず個人事業所も対象になります！ 

   ※１ 中小企業とは…資本金と従業員数に応じて業種ごとに以下の基準が設けられています。 

業種 資本金及び常時使用する従業員数 

小売業  ５千万円以下 又は  ５０人以下 

サービス業  ５千万円以下 又は １００人以下 

旅行業  ５千万円以下 又は ２００人以下 

卸売業   １億円以下 又は １００人以下 

その他の業種   ３億円以下 又は ３００人以下 

 □ ５００万円以上の費用（※３）をかけて、以下の設備等の設置や整備を行うこと。 

①労働時間の短縮に資する省力化設備 

②職場環境の改善に資する設備（従業員が快適に働けるよう職場環境を改善する施設） 

（ex）冷暖房設備、換気設備、防音設備、脱臭設備、照明器具、危険作業の軽減… 

③福利厚生の充実を図る施設 

（ex）社宅、休憩室、更衣室、シャワー室、保健施設、食堂、託児施設、体育施設… 

   ※２ 但し、事業を行うにあたって最低限必要とされる設備等や法令を遵守するために最低限必 

      要とされる設備等は対象になりません。 

   ※３ 資金の３分の２以上が国民生活金融公庫、中小企業金融公庫などの政府系金融機関からの 

      融資（一般の民間銀行からの融資は不可）であることが必要です。 

 □ 雇用保険の一般被保険者（週所定３０ｈ以上かつ１年以上雇用見込み）として労働者の雇い入れ 

   を行い、その結果、労働者数が増加すること。 

 □ ３年以内に本助成金を受給していないこと。 

 

 支給額  

 設備等の設置や整備に要した費用の額と労働者の増加数により、以下の額が支給されます。 

 労働者増加数 

費用の合計額 １人～９人 １０人～１９人 ２０人～ 

 ５００万円以上～１０００万円未満   ７５万円 １１２．５万円   １５０万円 

１０００万円以上～２０００万円未満  １５０万円   ２２５万円   ３００万円 

２０００万円以上～５０００万円未満  ３００万円   ４５０万円   ６００万円 

５０００万円以上～  ７５０万円  １１２５万円  １５００万円 

 

手続きの流れ 

   

 

 

 

 

 

 

改善計画の提出 

大まかな見積もり 

実施計画の提出 

正式な見積もり 
（業者） 

（都道府県の認定） （雇・能機構の認定） 

（業者） 
・本契約～工事着工（業者） 
・労働者の雇い入れ 

完了届、支給申請書の提出 
（雇・能機構） 

資料作成：末續社会保険労務士事務所（http://homepage2.nifty.com/suesin/）

実施計画の提出から１８ヶ月以内に工事および労働者の雇い入れが完了していることが必要です。

 
実施計画前に工事

に着手しては× 

 
完了届時点で経費

５００万円以上 


